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建設工事に係る予定価格の事前公表の試行について 

 

（平成１２年５月３１日） 

〔沿革〕平成１３年１１月 １日  改正 

平成１５年 ４月 １日  改正 

平成１６年１１月２２日  改正 

平成２０年 ２月１２日  改正 

平成２７年 １月１６日  改正 

平成２８年 ２月１８日  改正 

 

 

１  目的 

入札・契約制度のより一層の透明性・競争性を確保する観点から、建設工事に係る予定価格の事前

公表を試行する。 

 

２  対象工事 

一般競争入札（設計金額１億円未満の工事に限る。）に付する工事 

 

３  適用時期 

平成１５年４月１日以降に入札を実施するもの。 

 

４ 公表内容 

予定価格（消費税及び地方消費税相当額を除く。） 

 

５ 方法 

一般競争入札の公告に予定価格を記載する。 

 

附 則 

 この取扱は、平成１２年６月１日から施行する。 

   附 則 

 この取扱は、平成１３年１１月１日から施行する。 

   附 則 

 この規定は、平成１５年４月１日から施行する。 

   附 則 

 この取扱は、平成１６年１１月２２日から施行する。 

附 則 

 この取扱は、平成２０年４月１日から施行する。 

附 則 

 この取扱は、平成２７年２月１日以降公告の工事から適用する。 

附 則 

 この取扱は、平成２８年４月１日以降公告の工事から適用する。 


